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特 集1=自 由 と秩 序 一主 体 と して の個 人の 行 方 一

特集I「 自由 と秩序― 主体 としての個人の行方― 」 に寄せて

特集I編 集担当 澤井 敦

 あ る大学 で ここ何年 間か、死 をテーマ に したゼ ミをや ってい る。 そ こでの話 だが、最近、

例 えば積極的安楽死(延 命治療 を中止す るだけで な く、薬物 を使用 して積極 的に命を断つ安楽

死)に つ いて、法的に容認 してい るオ ランダや アメ リカの オ レゴ ン州 の事 例、 日本 の 「安楽

死」事件の事例 などの情報 を共有 した後、 さて 自分だった らどうす るか、 と問 うた場合 、こん

な答えが返 って くる ことが多い。「自分だ った ら安 楽死 は したい とは思わ ないが、そ う したい

と本当に願 ってい る人がいるのであれば、その人の意志 を尊重 して、安楽死 させてあげて もい

い と思 う」。 この種の意見 は、 ご く自然 に淡々 と語 られ、妙 な説得力 をもって、若い学生た ち

の間に浸透 してい く。それ を眺めている教 員 と しての私 は、少 しい らだ ちなが ら、 「で も、積

極 的安楽死 って 自殺 とほ とん ど同 じことだ よ。誰かが 自殺 しようとしてた らふつ うとめるで し

ょ? そ うじゃなきゃ人間 と人間の関係 ってなんなの よ」 と言 うのであ るが、言いなが らどう

も居心地が悪い。おそ ら く、私の言 う 「ふつ う」や 「人間 と人間 との 関係」 とい う言葉 が、確

かなリア リテ ィをもって、学生たちに、また私 自身にも、響いていないのだ。

 例 えば以上の ような状 況について、考 えてみたい、他の 人々の意見 を聞いてみたい と思 っ

たのが 、この特集 を企画するひ とつの発端 である。友人で もある3人 に、依頼状 とともに、以

下の説明を送った。

「特集1 自由と秩序  主体としての個人の行方」について

 以下の趣 旨は、特集の各論文を結びつける最低限の接点となれば、という希望の発露であ

りますので、そうい うものとしてご了解いただければ幸いです。以下の趣旨に、ご論文の

内容を無理に合わせていただく必要はいっさいありません。

 近年、 自己決定権(性 、生命倫理 、教育 な どに関 して)、 あ るい は、 リベ ラ リズム をめ ぐ

る議論 が活性 化 している。 これ 自体、従来 の社会主義 と自由主義 とい う枠 組みが崩 れ、 自

由主義あ るい は個人主義的 な考 え方 を(そ れにたい して どの ような態度 をとるのであれ)、

社会全体 として正面 か ら受け止め ざるをえな くなった ことの現れで ある と思 う。 こう した

議論 において共通 して問題 となってい るの は、簡略化 して言 えば、「個 人(主 体)は 自由 に

自己決定 して生 きる権利 を有 してお り、迷惑 がかか ってい ない限 りそれにつ いて他 者が と
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や か く言 う権利 はない、た だ し個 人は 自己の決定 の結 果 につい て自分 で責 任 を負 う必要 が

ある」 とい う考 え方であ る。 こ うした考 え方 を基礎 に して従来 の さまざまな社会 的強制 を

突破 し、個 人主 義的原理 を貫徹 させ ようとい う議 論があ る一方 で、他 方、個 人主義的 な原

理 を貫徹 させ る ことにはある種 の歯止め(例 えば、 ナシ ョナ リステ ィ ックな、あ るい はエ

コロジカルな、あ るいは他 者 との共生 の原理 など、質 的には論者 に応 じて多様 な)が 必要

である とする議論 もまた存在 している。

 さて、 もちろん、こ うした問題 は、オー ソ ドックスな問題、つ ま り、個 人主義、近代的主

体 、 自由主義 、社 会秩序 の問題 な どと無関係 な もので はな く、む しろその延長線上 にあ る

と考 え られ る もので ある。本特 集で は、自己決定権や リベ ラ リズムの問題 を直接 と りあ げ

るとい うよ りは 、む しろそれ らを背景 として、 オーソ ドックスな問題群 を も視 野 に入れつ

つ 、あ らためて 、現代社 会 におい て 「主体 と しての個 人」 とはいか なる存 在 なのか、他者

との関係性 は 「個 人」 に とっていかなる意 味 を持 つ ものなのか、「個人」 の 自由 と社会 の秩

序 は どの よ うに関係 す る ものな のか等 々 とい っ た基本 的 かつ根 本的 な問題 を考 え るこ と

(学説史的に、あるいは理論 的に、あ るい は具体的 な社 会問題に即 して..._)が で きれば と

思、う。

 その後 、一番先 に仕上が った鈴木論文 を他のお二 人に添付 して送信す るなど、E-mailに よ

るや りとりをへて、 これ に続 く特集がで きあがった。

 や りと りの 中で、 また、で きあがった もの を読 んで、私の 中に浮か び上が って きたのは、

「『個 人の 自由』 か 『社会 の秩序』か、『自己決定」か 『社会規制』か、 といったテーマがい ろ

いろなかた ちで問題になってお りますが、結局 、その どち らをとるか、 とい うことではな く、

こうした二項対立 とい うかたちで問題化 され ざるをえない ような、基底的 な関係性 の変容 とい

うことが ターゲ ッ トであ ると考 えます」(草 柳氏へ のメール より引用)と いうこ とだ。例 えば

鈴木論文 と草柳論文 は、学校 と恋愛 とい う、異 なる対象 を扱 ってい る。 しか し、その両者が言

い当てようとしているのは、その二つの領域 に二つの相貌 を持って現れて きている同一の流れ、

先 の引用文でい う 「基底 的な関係性 の変容」であ るように感 じる。 この ように見 る と、 自由か

秩序 か、 とい う二項対 立図式で考 えて も、あ まり意味が ない ように思 える。 とい うか、自由か

秩序 か、 とい う問題 は、例えば、安楽死な ら安楽死 とい う具体的な問題 に即 して、その具体的

な実状 に即 して議論 され るべ きものであ ると思 う。それはおそ ら く、完全 な自由 と完 全なコ ン

トロールの 間の どこに落 としどころを見つ けるか、 「自由のための秩序」 をどの水準 に設定す

るか、それ をどの ような手続 き、ルール、セ ッティングで具体化 してい くか という技術的な問

題 であるだろう。 こうした議論が、 さまざまな領域の実状 に即 して展開 されるこ とは もちろん

重要である。 しか し、それ と同時 に社 会学 が問 うべ きなのは、 さまざま領域 で進行 してい る議

論 を透視 して、 さらにその底 にあ る社会変容 にまで、つ ま り、 「二項対立 とい うか たちで問題

化 され ざる をえない ような、基底 的な関係性 の変容」 に まで視線 を向けることで はないか。菅
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野論文が逆に照射 して くれ るように、主体 と しての個人を始発点 とす る従来の社会学 は、 こう

した関係性の変容 をとらえる力、 また、それ とともに生 じて くる社会問題にたい して有効 な処

方箋 を示す力を、 もはや持 ちえていないのかもしれない。

 以上 は、 「編集」 とい う名の コ ミュニケーシ ョンの最 中に、私 が抱 いた感想であ る。私 に と

ってそ うであった ように、読者諸氏に とって もこの特集が、思考 を促す ひとつの契機 となれば、

幸いである。

                        (さわい あつし 大妻女子大学人間関係学部)
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